
本該非判定は、 2024年2月1日 現在の政省令に基づいております。
下記貨物は、輸出貿易管理令の別表第１の、１項から１５項に掲げるリスト規制対象外
の品目です。
 但し、輸出貿易管理令別表１の１６項には該当しております。
 また、本貨物は、米国輸出管理法(EAR)、の再輸出規制について該当いたしません。
 尚、輸出に際しましては、国内外の法令に従い、貴社において輸出許可取得等、
必要な手続きの履行をお願い申し上げます。　

【対象製品】 検出器
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安全保障貿易管理責任者
会社名：ニデックドライブテクノロジー株式会社

氏名：立林　信也　　　　　　　　印

作成日：2024年2月1日

輸出貿易管理令別表第１に基づく該非判定書

貨物名

ローラ式エンコーダ
ギアセンサ

近接スイッチ(取付け金具付)
シリーズ名

ＳＥ-Ｐシリーズ
ＳＥ-Ｔシリーズ、RETTシリーズ
ＳＥ-Ｇシリーズ


